
年

金

制
度
改
正

平
成
19
年
４
月
の
改
正
内
容

平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
離
婚

し
た
場
合
、
婚
姻
期
間
の
厚
生
（
共

済
）
年
金
の
保
険
料
納
付
記
録
を
、

夫
婦
の
合
意
で
分
割
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
す
（
離
婚
か
ら
原
則
２

年
以
内
）

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す

る
人
で
、
66
歳
に
達
す
る
前
に
老
齢

厚
生
年
金
の
請
求
を
し
て
い
な
け
れ

ば
、
支
給
を
繰
り
下
げ
て
受
け
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
繰
り
下
げ

る
こ
と
に
よ
り
年
金
は
増
額
さ
れ
ま

す
。な

お
、
申
し
出
が
で
き
る
の
は
、

平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
65
歳
以

降
の
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
方
で
す
。

一
定
以
上
の
収
入
が
あ
る
70
歳
以

上
の
在
職
者
に
も
「
在
職
老
齢
年
金

制
度
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

募

集

子
育
て
経
験
の
あ
る
人
へ

学
童
保
育
所
臨
時
職
員
の
募
集

小
学
校
が
夏
休
み
の
期
間
中
、
学

童
保
育
所(

町
内
３
ヵ
所)

に
勤
務
し

て
い
た
だ
け
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

▼
職
務
内
容

学
童
保
育
所
に
お
け

る
夏
休
み
の
児
童
の
保
育

▼
勤
務
時
間

１
日
３
〜
５
時
間
程

度▼
賃
金

町
の
規
定
に
よ
る

▼
応
募
資
格

子
育
て
の
経
験
の
あ

る
人

▼
募
集
人
数

各
学
童
と
も
若
干
名

▼
そ
の
他
の
募
集

夏
休
み
の
期
間

に
限
ら
ず
、
職
員
が
欠
勤
し
た
場
合

に
代
わ
り
に
出
勤
し
て
い
た
だ
け
る

人
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
　
牲
54
・
３
１
１
１(

内
線
１

５
３)

夫
死
亡
時
に
40
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、

中
高
齢
の
加
算
が
65
歳
に
な
る
ま
で

加
算
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
平
成
19
年
４
月
１
日
に
す

で
に
65
歳
以
上
で
あ
る
遺
族
厚
生
年

金
の
受
給
権
を
有
す
る
方
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
仕
組
み
は
適
用
さ
れ

ま
せ
ん
。

年
金
受
給
権
者
が
、
自
ら
の
申
し

出
に
よ
り
、
年
金
給
付
の
全
額
を
支

給
停
止
と
す
る
措
置
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

年
金
の
支
給
の
再
開
は
、
自
ら
の

意
思
に
よ
り
将
来
に
向
か
っ
て
い
つ

で
も
可
能
で
す
。

な
お
、繰
下
げ
制
度
と
は
異
な
り
、

停
止
期
間
に
応
じ
た
増
額
は
あ
り
ま

せ
ん
。

支
給
停
止
及
び
支
給
停
止
の
解
除

の
申
し
出
は
、
直
接
社
会
保
険
事
務

所
に
て
受
付
と
な
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
支
給
要
件
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
す
。
詳
し
く
は
社
会
保
険
庁
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.sia.

g
o
.jp

）
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

社
会
保
険
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

ま
す
（
平
成
19
年
４
月
１
日
に
70
歳

以
上
の
方
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
）。

な
お
、
該
当
者
の
厚
生
年
金
保
険

料
は
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
65
歳
以
上
の
遺
族
厚
生
年
金
の
受

給
権
者
で
、
老
齢
厚
生
年
金
（
退
職

共
済
年
金
）
の
受
給
権
を
有
し
て
い

る
方
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金

は
全
額
支
給
さ
れ
、
遺
族
厚
生
年
金

は
老
齢
厚
生
年
金（
退
職
共
済
年
金
）

に
相
当
す
る
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
子
の
い
な
い
30
歳
未
満
の
妻
へ
の

遺
族
厚
生
年
金
は
、
５
年
間
の
給
付

と
な
り
ま
す
。

◆
中
高
齢
寡
婦
加
算
の
支
給
対
象

が
、
夫
の
死
亡
時
に
「
35
歳
以
上
の

妻
」
か
ら
「
40
歳
以
上
の
妻
」
に
変

更
に
な
り
ま
す
。

※
中
高
齢
寡
婦
加
算
・
・
・
遺
族
厚

生
年
金
の
受
給
権
取
得
当
時
、
同
一

生
計
で
18
歳
到
達
年
度
の
末
日
ま
で

の
間
に
あ
る
「
子
」（
障
害
者
は
20

歳
未
満
）
が
い
な
い
場
合
に
は
、
妻

に
遺
族
厚
生
年
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
こ
の
妻
に
対
し
て
は
、

離
婚
時
の

厚
生
年
金
の
分
割
制
度

65
歳
以
降
の
老
齢
厚
生
年
金
の

繰
下
げ
支
給
制
度

70
歳
以
上
の

在
職
老
齢
年
金
制
度

遺
族
厚
生
年
金
の
見
直
し

受
給
権
者
の
申
し
出
に
よ
る

支
給
停
止
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相

談

任
命
さ
れ
ま
し
た

自
衛
隊
員
募
集
相
談
員

平
成
19
年
５
月
９
日
付
け
で
、
松

岡
寿
治
さ
ん
（
漆
原
）
が
、
町
長
お

よ
び
自
衛
隊
群
馬
地
方
協
力
本
部
長

か
ら
自
衛
隊
員
募
集
相
談
員
に
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
。

募
集
相
談
員
の
主
な
仕
事
は
、
常

日
ご
ろ
よ
り
、
と
り
わ
け
地
元
漆
原

地
区
の
人
脈
を
生
か
し
地
域
の
適
齢

者
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
、
自
衛
隊

募
集
広
報
事
務
に
関
す
る
活
動
で

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。.▲松岡寿治さん

交

通

平
成
19
年
秋

優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
の
受
付

平
成
19
年
秋(

９
月)

の
優
良
自
動

車
運
転
者
表
彰
の
受
付
け
を
行
い
ま

す
。

▼
表
彰
基
準
　

【
銅
章
】
５
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
の
人

【
銀
章
】
10
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銅
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
章
】
15
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銀
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
銀
章
】
20
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
金
章
】
30
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
冠
銀
章
を
受
章
し
て
い

る
人

▼
対
象
者

渋
川
交
通
安
全
協
会
の

会
員
で
表
彰
基
準
を
満
た
し
て
い
る
人

▼
申
込
期
間

【
役
場
受
付
】
６
月
１
日(

金)

〜
29

日(

金)

【
渋
川
交
通
安
全
協
会
受
付
】

７
月
10
日(

火)
ま
で

▼
必
要
書
類

印
鑑
、運
転
免
許
証
、

交
通
安
全
協
会
会
員
証
、
無
事
故
無

違
反
証
明
書
発
行
手
数
料
７
０
０
円

※
交
通
安
全
協
会
で
申
込
む
場
合
は

無
事
故
無
違
反
証
明
を
各
自
取
得

▼
問
合
せ
先

役
場
町
民
生
活
課
生

活
環
境
室
　
牲
54
・
３
１
１
１(

内

線
１
４
４)
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今月の納税
住民税・・・・・・・１期
国民健康保険税・・・３期
介護保険料・・・・・３期

便利で確実な口座振替も利
用できます

納期限　７月２日(月)




